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滋賀県障害者文化芸術活動推進計画（第２次）（原案）に対して提出

された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方ついて 
 

１ 県民政策コメントの実施結果について 

 令和５年（2023 年）12 月 20 日（水）から令和６年（2024 年）１月 19 日（金）までの間、滋賀

県民政策コメント制度に関する要綱に基づき、「滋賀県障害者文化芸術活動推進計画（第２次）

（原案）」についての意見・情報の募集を行った結果、３名（団体を含む）の方から、16 件の意見・

情報が寄せられました。 

 これらの意見・情報について、内容ごとに整理し、それらに対する考え方を以下に示します。 

 なお、取りまとめにあたり、提出された意見・情報の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容

を要約したものとなっています。 

 

２ 提出された意見・情報の内訳 

項目 件数 

表紙・目次 － 

第１章 滋賀県障害者文化芸術活動推進計画の基本的な考え方 ２ 

第２章 滋賀県の障害者文化芸術活動に関する現状および課題 － 

第３章 基本目標と施策の方向性 － 

第４章 施策の展開 12 

第５章 計画の推進 － 

全体 ２ 

合計 16 件 
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３ 提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について 

No 頁 意見・情報(概要) 意見・情報に対する県の考え方 

第１章 滋賀県障害者文化芸術活動推進計画の基本的な考え方 

１ １ 共生社会の実現を目指すため、

計画を作るとしているが、共生社

会の実現に向けて、この計画の位

置づけは何か。共生社会の実現の

ためには、健常者の障害者に対す

る理解、障害者同士の理解も必要

だと思う。 

本計画は、平成31年施行の滋賀県障害者差別のな

い共生社会づくり条例に基づき必要な施策を講ず

るための取組方針を示した計画であり、文化芸術分

野において、共生社会の実現を目指しています。 

 また、いただきました御意見のとおり、障害の理

解を深めることは重要であると認識しており、本計

画に基づき、障害に対する理解促進に向けて取り組

んでまいります。 

２ １ 数値目標について、時代ととも

に目標が変わっていくことも考

えられる。その都度、現状に合わ

せて調整してほしい。 

いただきました御意見を踏まえ、以下のとおり追

記いたします。 

 

令和６年度（2024年度）から令和10年度（2028年

度）までの５年間の計画とします。 

なお、障害者文化芸術推進法の改正や社会情勢の

変化等に対応するため、必要に応じて、計画の見直

しを行います。 

第４章 施策の展開 

３ 19  障害者の文化芸術活動につい

て、活動の場と指導者の確保が最

大の難問だと思う。また、発表の

場があることで、活動の励みにな

る。そのため、活動の場、指導者、

発表の場の確保が大切だと思う。 

いただきました御意見のとおり、障害のある方の

文化芸術に関する鑑賞の機会、創造の機会、発表の

機会が限られていることについて、課題であると認

識しています。 

 この認識のもと、本計画に基づき、地域の文化施

設等において、市町と連携し、障害の有無にかかわ

らず誰もが文化芸術活動を楽しめるプログラムを

開催するとともに、地域の障害者文化芸術活動を支

援するための人材育成を図ってまいります。 

４ 19  障害のある方の中には、音声が

苦手な方が意外と多いので、鑑賞

する場では音声が低減調整でき

るような準備があると参加しや

すいと思う。 

いただきました御意見のとおり、障害の特性に応

じた鑑賞サポートなどが必要であり、開演前に舞台

演出等を伝えるなどのサポートに取り組んでいま

す。 

 引き続き、障害の有無にかかわらず誰もが楽し

める文化芸術プログラムに取り組み、今後の施策を

進める上での参考とさせていただきます。 

５ 19  文化芸術プログラムを開催す

る際には、気軽に出入りができる

と良い。長く同じ場所にいること

が出来ない子もいる。カームダウ

ン、クールダウンできる場（部屋）

を設けると良いと思う。 

いただきました御意見のとおり、障害の特性に応

じた鑑賞サポートなどが必要であり、会場の出入り

を自由にし、カームダウンスペースを設けるなどの

サポートに取り組んでいます。 

 引き続き、障害の有無にかかわらず誰もが楽し

める文化芸術プログラムに取り組み、今後の施策を

進める上での参考とさせていただきます。 
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No 頁 意見等(要旨) 意見等に対する考え方 

第４章 施策の展開 

６ 19 会場が広く、多くの人がいる場

合、障害のある方を見失ってしま

う場合がある。すぐに見つけられ

ると、親や支援者は安心できるの

で、ＧＰＳ付き小物品などをレン

タルできるようにしてはどうか。 

いただきました御意見のとおり、障害の特性に応

じた対応などが必要であることから、今後の施策を

進める上での参考とさせていただきます。 

７ 19 学齢期の子どもや定年後の高

齢者などが、文化芸術活動ができ

る機会を増やしてほしい。 

いただきました御意見のとおり、障害の有無にか

かわらず、誰もが文化芸術活動を楽しめることが必

要であることから、本計画に基づき、あらゆる世代

の方が楽しめるよう、鑑賞サポートなどを行った文

化芸術プログラムを行ってまいります。 

８ 19 ある大会の主催者として、県立

施設を利用した際に施設側の対

応について、合理的配慮の提供が

十分でなかったと感じた。 

計画では、障害者が鑑賞する時

に、合理的配慮を提供すると記載

しているので、県内の各施設に計

画の内容を周知し、合理的配慮の

提供について徹底してほしい。 

 いただきました御意見を踏まえ、県の文化施設に

おいて、合理的配慮の提供にさらに努めてまいりま

す。 

 また、令和６年４月１日から、すべての事業者に

おいて、合理的配慮の提供が義務化されることを受

けて、県内の文化施設関係者が集まる機会や市町の

文化施設と連携した人材育成などを通して、合理的

配慮の提供について周知を行ってまいります。 

９ 21 各福祉圏域で、障害者の為のイ

ベントや祭を市町で行ってほし

い。 

 いただきました御意見のとおり、市町における取

組が必要であることから、市町の文化施設におい

て、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめる文化芸

術プログラムの開催に取り組んでいます。 

 引き続き、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめ

る文化芸術プログラムに取り組み、今後の施策を進

める上での参考とさせていただきます。 

10 21 障害者施設などで、発表会を行

っているところもあるが、もっと

発表の場を設けてほしい。また文

化芸術活動に取り組んでいる団

体を把握し、課題などを整理し施

策に繋げてほしい。 

いただきました御意見のとおり、障害のある方の

文化芸術に関する発表の機会が限られていること

について、課題であると認識しています。 

この認識のもと、本計画に基づき、地域の文化施

設等において、市町と連携し、障害の有無にかかわ

らず誰もが文化芸術活動を楽しめるプログラムを

開催してまいります。 

 また、文化芸術活動に取り組んでいる団体の把握

については、障害者の文化芸術活動に対する支援を

行う団体と連携し、実態把握に努め、必要な施策を

検討してまいります。 
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No 頁 意見等(要旨) 意見等に対する考え方 

第４章 施策の展開 

11 21 市町の協力を得て、空き屋、空

き倉庫を活用し、障害者の芸術発

表の場にしてはどうか。 

いただきました御意見のとおり、市町等と連携し

た発表の場が必要であることから、今後の施策を進

める上での参考とさせていただきます。 

12 23 障害のある方が作った芸術作

品を、誰でも気軽に出品できるよ

うにしてはどうか。 

作品画像をネット上に公開し、

好評な作品は、会場での展示や商

品展開（デザインを衣類やバッ

グ、トットバッグ等に）させて、

社会貢献の一つにしてはどうか。 

また、大型商業施設の一画に、

大型スクリーンを設置し、作品を

表示してはどうか。広いスペース

が無くても展示でき、多くの人に

見てもらえる。 

いただきました御意見のとおり、障害のある方の

文化芸術作品の発表の機会の確保等が必要である

ことから、今後の施策を進める上での参考とさせて

いただきます。 

13 24 滋賀の文化芸術活動に参加協

力する団体のネットワークの構

築や協力的な団体、個人などのリ

ソースマップを作ってはどうか。 

いただきました御意見のとおり、障害者の文化芸

術活動の推進にあたり、関係団体等とのネットワー

クの構築が重要であることから、今後の施策を進め

る上での参考とさせていただきます。 

14 24 地域の障害のある人の文化芸

術を進めるとあるが、市町でプロ

グラムを行うためには、県からの

補助が必要であると思う。 

 いただきました御意見のとおり、市町への支援等

の連携が重要であることから、本計画に基づき、地

域の文化施設等において、市町と連携し、障害の有

無にかかわらず誰もが文化芸術活動を楽しめるプ

ログラムを開催するとともに、地域の障害者文化芸

術活動を支援するための人材育成を図ってまいり

ます。 

全体 

15  計画（第１次）の振り返りと計

画（第２次）の方針が分かりづら

い。現行計画の課題を分析した上

で、次期計画に反映し、推進して

いってほしい。 

本計画の策定にあたり、滋賀県障害者文化芸術活

動推進計画検討懇話会において、計画（第１次）の

成果と課題を整理し、計画（第２次）の方向性をま

とめており、これに基づき施策の推進を図るととも

に、分かりやすい表現に努めてまいります。 

16  滋賀における文化芸術活動を

もっとＰＲするべきだと思う。 

 いただきました御意見のとおり、機会をとらえ文

化芸術活動の広報に取り組むことが必要であるこ

とから、今後の施策を進める上での参考とさせてい

ただきます。 

 


